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第１ 計画の基本的事項 

 

１．計画策定の趣旨と目的 

(１) 計画策定の趣旨 

町では、まちづくりの基本構想である「増毛町総合計画」（以下「総合計画」と

いう。）を策定し、障がい福祉施策についても、「ノーマライゼーション」の理念

に基づき、地域生活の支援体制の充実など、各般の障がい者施策の推進を図ってき

ました。 

平成15年度からは「支援費制度」が導入され、障がいのある人の自己決定や選択

を尊重した利用者本位のサービスが提供されることとなりましたが、「支援費制度」

には、精神障がいのある人を対象としていないことや、支援の必要度を判定する客

観的な基準がなく支給決定の過程が不透明であったこと、急増する新規利用者への

サービス提供に対応する安定的な財源が確保されていないことなどの課題があっ

たため、これらを解決するため制度全般の見直しが必要となり、平成17年11月７日

に「障害者自立支援法」が公布され、平成18年４月から制度が施行されました。 

その後、平成24年６月に、国においては、障がい者制度改革推進本部等における

検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障がい福祉サービスの充

実など、障がいのある人の日常生活及び社会生活を総合的に支援し、新たな障がい

保健福祉施策を講ずるため、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律」（以下「障害者総合支援法」という。）に改

正し、障がいのある人の定義に「難病等」が追加されました。 

また、平成28年６月に障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正が行われ、障

がいのある人自らが望む地域で暮らすことができるよう生活支援と就労支援の充

実や障がいのある子どもへの多様化するニーズに対応するため、同年８月に発達障

害者支援法が改正され、発達障がい者支援の一層の充実が図られました。 

さらには、平成30年４月にも障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正が行わ

れ、新たな障がい福祉サービスの創設や障がい児に向けたサービス提供体制の充実

が図られました。 

これらを踏まえ、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、必要な障がい福祉サービス

及び障がい児通所支援等が計画的に提供されるよう、令和３年度から５年度までを

期間とする「第６期増毛町障がい福祉計画」及び「第２期障がい児福祉計画」を策

定します。 

また、「第６期増毛町障がい福祉計画」の策定に合わせて、障害者基本法に基づ

いた「増毛町障がい者計画」を一体的に策定することとします。 

 

(２) 計画の目的 

障がいのある人が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにす

るためには、町内の各地域において、必要とされる支援を提供することが可能とな

るよう、相談体制やサービスの基盤整備が必要であり、そのためには、共に生活す

る地域住民の理解や協力による「まちづくり」の視点が必要となります。 
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また、障がいのある人を主体とした支援体制づくりを進め、本人が希望する暮ら

しの実現や、意欲や障がい特性に応じた地域活動が保障される社会づくりを推進し

ていくため、「希望するすべての障がい者が安心して地域で暮らせる社会づくり」

を目指すこととしています。 

この計画においては、本町における取り組むべき課題を明らかにするとともに、

住民のニーズに対応した施策を計画的に推進していくために、基本的・総合的な方

向を示す指針として位置づけます。 

また、第６期計画については、第５期計画に引き続き、様々な支援について障が

いのある人を主体に取り組むことを基本に、障がいのある人の地域生活を支援する

ために、令和５年度末までの成果目標をはじめ、サービス見込量やその確保方策等

を定めることとします。 

 

２．計画の位置付けと法的根拠 

（１）障がい福祉計画 

この計画は、障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」及び障害者総合支援法

に基づく「市町村障害福祉計画」として、総合計画との整合性を図りながら町が策

定するものです。 

この計画は、障がい者対策に対し、町が取り組むべき諸施策の基本的な方向と目

標を示すとともに、障がいのある人の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野

での活動参加を目指して、様々な課題に対して行政を初め福祉関係団体、町民がそ

れぞれの立場で支援に取り組むための指針となるものです。 

 

（２）障がい児福祉計画 

障がい児福祉計画とは、児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」として、

障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び

障害児相談支援の円滑な実施に関して定める計画です。 

市町村障害児福祉計画は、「市町村障がい福祉計画」と一体のものとして作成す

ることができるとされています。 

図1 計画の位置づけ 

増 毛 町 総 合 計 画  

 

増 毛 町 障 が い 者 計 画 

【障がい者の施策に関する基本的事項を定める】 

 

増毛町障がい福祉計画・障がい児福祉計画 
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(３) 計画の期間 

障がい者計画は、令和３年３月に策定し、令和３年度から令和５年度までの３年

間とします。 

また、第６期障がい福祉計画及び第２期障がい児福祉計画についても、令和３年

度から令和５年度までの３年間とします。 

なお、計画の内容は国・道の施策や社会経済情勢、地域の実情等の変化に対応し、

必要に応じた見直しを図ることとします。 

図２ 計画の期間 

 

 

(４) 計画の法的根拠 

この計画は、次の法令を根拠として作成しています。 

   ○ 障害者基本法(第11条第３項） 

     市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、

地方自治法第２条第４項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者

の状況等をふまえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な

計画（以下「市町村障がい者計画」という。）を策定しなければならない。 

○ 障害者総合支援法（第88条第１項） 

   市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他

この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計

画」という。）を定めるものとする。 

 ◯児童福祉法（第33条の20） 

  市町村は、基本指針に即して、障がい児通所支援及び障がい児相談支援の

提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に

関する計画（以下「市町村障害児福祉計画」という。）を定めるものとする。 

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5

▼障害者虐待防止法施行 ▼障害者差別解消法施行

▼障害者総合支援法施行 ▼障害者総合支援法及び

　児童福祉法の一部改正法施行

増毛町障がい者計画

増毛町障がい者計画

見直し

増毛町障がい者計画

見直し

増毛町障がい者計画

見直し

第3期増毛町障がい福祉計画

第4期増毛町障がい福祉計画

見直し

第5期増毛町障がい福祉計画

第1期増毛町障がい児福祉計画

見直し

第6期増毛町障がい福祉計画

第2期増毛町障がい児福祉計画

見直し

計画期間（Ｈ24～Ｈ26）

計画期間（Ｈ27～Ｈ29）

計画期間（Ｈ30～Ｒ2）

計画期間（Ｒ3～Ｒ5）

増毛町総合計画（Ｈ22～Ｒ元） 増毛町総合計画（Ｒ2～Ｒ6）

計画期間（Ｈ24～Ｈ26）

計画期間（Ｈ27～Ｈ29）

計画期間（Ｈ30～Ｒ2）

計画期間（Ｒ3～Ｒ5）
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３．計画の対象範囲・区域の設定 

この計画で障がいのある人とは、身体障がい、知的障がい又は精神障がい（発達

障がいを含む）がある人や、疾病等により継続的に生活上の支障がある人をいい、

障がいには、学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥・多動性障がい（ＡＤＨＤ）、高機能

自閉症、高次脳機能障がいなど、保健医療サービスや教育関係機関等と連携した対

応が求められている障がいも含みます。 

この計画の範囲は増毛町内としますが、サービスの種類によっては北海道が定め

る「区域」によるものとします。 

(1)居住系サービス(施設入所支援)：全道域 

(2)居住系サービス(共同生活援助)及び日中活動系サービス： 

 北海道障がい保健福祉圏域の２１圏域(増毛町は留萌圏域) 

(3)訪問系サービス及び相談支援：市町村圏域 

 

４．計画作成体制 

この計画の作成に当たっては、福祉厚生課が主体となり、福祉施策を総合的、効

果的に推進するため、北海道及び近隣市町の動向をみながら策定しました。  

また、学識経験者や福祉関係者等で構成する「増毛町障がい福祉計画策定委員会」

を設置し、計画の内容について専門的に調査・検討を行いました。 

 

５．計画の基本理念 

   本町では、総合計画の中で、「元気で長生きできるまちづくり」を基本目標とし

て各種福祉施策を推進して参りました。 

障がいのある人が住み慣れた地域や家庭で生活できるような社会を築いていくと

いう「ノーマライゼーション」の理念と、障がい者の持つ能力を最大限に発揮させ

全人間的な復権を目指すという「リハビリテーション」の理念の二つの基本理念を

踏まえ、日常生活の質的向上や地域社会の対等な構成者として個性と人格が尊重さ

れ、自立した生活が営めるよう、福祉・保健関係機関ばかりでなく医療、教育、労

働など関係する分野及び地域社会全体が協働して支え、誰もが生きがいを持って暮

らしていけるまちづくりを推進します。 

 

６．計画の基本目標 

基本目標１．自分らしく暮らす  

障がいのある人が、自己選択・自己決定し、可能な限り自立して、地域で暮らして

いける社会が求められています。そのためには、障がいのある人の生活状況やニーズ

等を踏まえて、適切かつ総合的に支援する多様なサービス体系を構築していく必要が

あります。 

増毛町では、障がいのある人が自立しやすい生活基盤を整備し、一人ひとりが自分

らしく暮らせるまちづくりを目指します。 
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基本目標２．地域の中で暮らす  

  障がいのある人が、住み慣れた地域の中で可能な限り自立した生活を送ることがで

きる社会が求められています。そのためには、障がいのある人と地域住民が交流し、

相互理解を深め、お互いに支え合いながら生活する共生のまちづくりが必要です。 

  増毛町では、障がいのある人が、自主的・主体的に参加できる場や機会づくりを積

極的に進めるとともに、ボランティアやコミュニティ活動を促進し、共生社会の実現

を目指します。 

 

基本目標３．安心して暮らす  

  障がいのある人が、安心して生活できる「バリアフリー社会」を実現するために、

社会参加を困難にしている「建築物等の物理的バリア、人間の心理的バリア、社会制

度のバリア」など、ハード・ソフト両面におけるあらゆるバリアによって地域生活が

妨げられることのないよう、将来への希望と生きがいを持って暮らすことができる社

会を目指します。 
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７．施策の体系 

 

基本目標       主要課題           施策の方向 

                              

 

               

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１広報・啓発活動の推進 

８雇用・就労の促進 

４保健・医療サービスの充実  

３人権・権利擁護の推進 

５障がいのある子どもへの支援 

２福祉サービスの充実 

○ 普及・啓発活動の推進 

○ 心のバリアフリーの促進 

９生活環境の整備 

７社会活動への参加促進 
 

○ 人権・権利を擁護する体制づくり 

○ 成年後見人制度の周知・普及 

６担い手育成と地域活動の推進 

○ 自立支援のためのサービスの充実 

○ 相談支援体制の充実 

   ＊基幹相談支援センターとの連携強化 

○ 生活の安定支援 

○ 家族支援の充実 

○ 障がいの早期発見・療育機能の充実 

○ 子どもの発達支援の推進 

○ 療育体制の充実 

○ 特別支援教育の推進 

○ 関係機関との連携強化 

○ 推進体制の整備 

○ 人材の確保と養成 

○ ボランティア活動の推進 

○ 民間団体との連携強化 

○ 雇用の促進 

○ 就労支援体制の充実 

○ バリアフリー、ユニバーサルデザイン化

の推進 

○ 生活施設の整備 

○ 移動・交通手段の確保 

○ 防災対策の充実 

○ 共生型事業の推進 

○ コミュニケーション支援の充実 

○ 生涯学習の推進 

１０推進体制の整備 

○ 障がいの発生予防施策の推進 

○ 医療公費負担制度の普及 

○ リハビリテーション体制の充実 
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第２ 障がいのある人及びサービス提供体制の現状 

 

１．障がいのある人の現状 

障がいのある人の現状については、次のとおりとなっており、増毛町の人口に占

める障がいのある人の割合は、ほぼ横ばいの状態が続いています。 

人口に占める障がいのある人の割合は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳の保持者件数の総体で見ると令和元年度末現在では10.48％となって

おり、平成30年度の全道比率よりも0.51％高くなっています。 

 

表１ 増毛町の年度別障がい者数の推移（総人口に占める割合） 

（各年度3月31日） 

区分 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

総人口 4,647人 4,484人 4,324人 4,224人 4,092人 

 65歳以上 2,002人 1,973人 1,942人 1,911人 1,856人 

身体障がい(人数) 

(割合) 

404人 397人 385人 364人 352人 

8.69％ 8.85％ 8.90％ 8.62％ 8.60％ 

 

 

65歳以上（人数） 

（割合） 

230人 219人 240人 235人 238人 

11.49％ 11.10％ 12.36％ 12.30％ 12.82％ 

知的障がい(人数) 

(割合) 

69人 70人 65人 62人 62人 

1.48％ 1.56％ 1.50％ 1.47％ 1.52％ 

 

 

65歳以上（人数） 

（割合） 

8 10 8 7 8 

0.40％ 0.51％ 0.41％ 0.37％ 0.43％ 

精神障がい(人数) 

(割合) 

14人 15人 17人 13人 15人 

0.30％ 0.33％ 0.39％ 0.31％ 0.37％ 

 65歳以上（人数） 

（割合） 

3人 4人 3人 3人 3人 

0.15％ 0.20％ 0.15％ 0.16％ 0.16％ 

合計(人数) 

（割合) 

487人 482人 467人 439人 429人 

10.48％ 10.75％ 10.80％ 10.39％ 10.48％ 

 65歳以上（人数） 

（割合） 

241人 233人 251人 245人 249人 

12.04％ 11.81％ 12.92％ 12.82％ 13.42％ 

北海道(割合) 9.57％ 9.66％ 9.86％ 9.97％ － 

（町福祉厚生課調） 
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(1) 身体障がい 

身体障害者手帳保持者数は、令和元年度末現在で352人となっており、平成27年

度末と比較すると、５年間で５２人（12.87％）減少しています。 

表２ 障がいの部位別障がい者数の推移 

（各年度3月31現在） 

障がいの部位 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

視覚 20人 19人 18人 16人 14人 

聴覚・平衡機能 39人 40人 35人 32人 28人 

音声・言語 5人 6人 5人 5人 6人 

肢体不自由 260人 257人 257人 247人 242人 

内部 80人 75人 70人 64人 62人 

合 計 404人 397人 385人 364人 352人 

（町福祉厚生課調） 

 

(2) 知的障がい 

療育手帳保持者数は、令和元年度末現在で62人となっており、平成27年度末と比

較すると、５年間で７人（10.14％）減少しています。 

表３ 知的障がい者数の推移 

   （各年度3月31現在） 

区分 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

Ａ（重度） 28人 28人 25人 24人 26人 

Ｂ（中軽度） 41人 42人 40人 38人 36人 

合 計 69人 70人 65人 62人 62人 

（町福祉厚生課調） 

  

  (3) 精神障がい 

精神障害者保健福祉手帳保持者数は、令和元年度末現在で15人となっており、

平成27年度末と比較すると、５年間で１人（7.14％）増加しています。 

表４ 精神障がい者数の推移 

（各年度3月31現在）  

区 分 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 

１ 級 0人 0人 0人 0人 0人 

２ 級 11人 11人 13人 10人 10人 

３ 級 3人 4人 4人 3人 5人 

合 計 14人 15人 17人 13人 15人 

（町福祉厚生課調） 

 

 (4) 発達障がい 

平成17年４月に発達障害者支援法が施行され、自閉症、アスペルガー症候群そ

の他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥・多動性障がい等の発達に障が

いのある人についても、平成22年の改正で障害者自立支援法の対象として明確に

規定され、さらに、平成23年８月には障害者基本法が改正され、障がい者の定義
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において「精神障がい（発達障がいを含む。）」と規定されました。 

また、平成28年に発達障害者支援法の法改正が行われ、支援の一層の充実が規

定されました。 

しかし、発達障がいは、障がいごとの特徴がそれぞれ少しずつ重なり合ってい

る場合が多く、年齢や環境で症状が違ってくるため、診断が難しく、発達障がい

のある人の正確な人数を把握することができていないのが現状です。 

 

 (5) 高次脳機能障がい 

   高次脳機能障がいとは、脳卒中等の病気や交通事故、頭部への怪我等により、脳

を損傷した後遺症としてみられる障がいです。脳損傷による認知機能障がいを主な

症状として、日常生活や社会生活に制約が出ている障がいをさします。高次脳機能

障がいは、身体障がいがみられず、外見上は障がいが目立たないことから「見えに

くい障がい」といわれています。 

   なお、手帳の所持にかかわらず、障害者総合支援法に基づく給付の対象になるこ

とが可能です。 

しかし、高次脳機能障がいに関する十分な理解が得られていない実態があり、正

確な人数を把握できていないのが現状です。 

 

(6) 難病等 

難病とは、原因不明で、治療が極めて困難かつ希少であり、後遺症を残すおそれ

が少なくないことや、経過も慢性にわたり、生活面に長期に支障をきたす疾病です。 

平成25年４月の障害者総合支援法の施行により、障がい者の定義に難病等（治療

方法が確立していない疾病その他の疾病であって政令で定めるものによる障がい

の程度が厚生労働大臣が定める程度である者）と明記され、難病等である方も障が

い福祉サービス等を利用できるようになりました。 

また、対象となる疾病については、令和元年７月に361疾病に拡大されています。 

 



 10 

２．サービス提供体制の現状と評価 

（１） 増毛町における障がい福祉サービスの利用状況 

  障がい福祉サービス（サービス概要は36～37ページに掲載）の利用状況は、次のと

おりとなっています。 

本町には、居宅サービス事業所が１カ所しかなく、障がい者入所・通所支援施設、

就労支援事業所がありません。したがって、留萌市内のサービス事業所や管内・管外

の施設・事業所を利用しております。財政状況が厳しいため、施設整備の計画はなく、

引き続き町外の施設を利用することとなります。 

 

①居住系サービス 

居住系サービスの利用状況をみると、共同生活援助（グループホーム）は、定員

数の増加により利用者数が計画値を上回っています。施設入所支援は、ほぼ計画ど

おり横ばいの状態が続いています。 

表５ 居住系サービスの利用状況 

サービス種類 単位 H30年度 R元年度 R2年度 

自立生活援助 人  1  0 -  1  0 -  1  0 - 

共同生活援助（グループホーム） 人/月 10 12 120.0 10 13 130.0 10 11 110.0 

施設入所支援 人/月 15 15 100.0 15 16 106.7 15 16 106.7 

(左から 計画・実績・達成率％  2年度は見込) 

 

②日中活動系サービス 

 日中活動系サービスの利用状況をみると、就労継続支援（Ｂ型）が計画値を上回

っています。短期入所は、月平均利用日数が減少傾向にあり、計画値を下回ってい

ます。他のサービスについては、大きな変動がなくほぼ横ばいの状態が続いていま

すが、自立訓練（生活訓練）は令和元年度以降、利用実績がありません。 

表６ 日中活動系サービスの利用状況 

サービス種類 単位 H30年度 R元年度 R2年度 

療養介護 人/月 2 2 100.0 2 2 100.0 2 3 150.0 

生活介護 人日/月 399 366 91.7 399 415 104.0 399 417 104.5 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日/月 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

自立訓練 

（生活訓練） 

人日/月 23 23 100.0 23 0 0 23 0 0 

宿泊型自立訓練 人日/月 0 0 - 0 0 - 0 14 － 

就労移行支援 人日/月 23 19 82.6 23 21 91.3 46 21 45.7 

就労継続支援

（Ａ型） 

人日/月 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

就労継続支援

（Ｂ型） 

人日/月 400 406 101.5 400 428 107.0 400 457 114.3 

短期入所 人日/月 10 4 40.0 10 2 20.0 10 2 20.0 

 (左から 計画・実績・達成率％  2年度は見込) 
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③訪問系サービス 

 訪問系サービスの利用状況をみると、居宅介護が計画値を下回っており、行動援

護は計画値に対して利用実績がありません。これは、他制度のサービスで補えるこ

ととなったことが要因となっています。 

表７ 訪問系サービスの利用状況 

サービス種類 単位 H30年度 R元年度 R2年度 

居宅介護 時間/月 164 12 7.3 164 6 3.7 164 6 3.7 

重度訪問介護 時間/月 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

行動援護 時間/月 4 0 0 4 0 0 4 0 0 

重度障害者等包

括支援 

時間/月 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

同行援護 時間/月 0 0 - 0 0 0 0 0 0 

(左から 計画・実績・達成率％  2年度は見込) 

 

④相談支援 

 相談支援の利用状況をみると、計画相談支援は計画値に対してほぼ横ばいの状態

が続いており、主に留萌市内の２カ所の相談支援事業所を利用しています。地域移

行支援・地域定着支援は、利用実績がありません。 

 表８ 相談支援の利用状況 

サービス体系 単位 H30年度 R元年度 R2年度 

計画相談支援 人/月 50 47 94.0 50 51 102.0 50 51 102.0 

地域移行支援 人/月 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

地域定着支援 人/月 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

(左から 計画・実績・達成率％  2年度は見込) 

  

  ⑤障がい福祉サービス費等の給付費の状況 

   障がい福祉サービス等の給付費については、年々増加してきており、平成30年度

決算で127,692千円であったのに対して、令和２年度見込では151,566千円と18.7％

増加しています。 

表９ 障がい福祉サービス費等の給付費の利用状況 

区  分 単位 H30年度決算 R元年度決算 R2年度見込 

居住系サービス 千円 38,539 45,161 47,963 

日中活動系サービス 千円 86,908 97,642 101,451 

訪問系サービス 千円 711 400 372 

相談支援 千円 1,534 1,349 1,780 

合 計 千円 127,692 144,552 151,566 

 （各年度末決算額、2年度は見込：町福祉厚生課調） 

 

（２） 増毛町における地域生活支援事業の利用状況 

地域生活支援事業（事業概要は38～39ページに掲載）の利用状況は、次のとおり

となっています。  
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表10 地域生活支援事業の利用状況 

①相談支援事業 

  相談支援事業の状況としては、留萌管内８市町村で留萌市内にあるＮＰＯ法人

ウェルアナザーデザインに平成25年４月から基幹相談支援センター業務を委託

しています。また、平成26年度から留萌南部自立支援協議会の事務局も委託して

います。 

事  業  名 単位 H30年度 R元年度 R2年度 

障がい者相談支援事業 カ所 2 2 100 2 2 100 2 2 100 

自立支援協議会 カ所 1 1 100 1 1 100 1 1 100 

                (左から 計画・実績・達成率％  2年度は見込) 

 

②理解促進研修・啓発事業 

  平成25年度より地域生活支援事業における市町村の必須事業として位置づけ

られましたが、本町においては実施ありませんでした。 

事  業  名 単位 H30年度 R元年度 R2年度 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

(左から 計画・実績・達成率％  2年度は見込) 

 

③自発的活動支援事業 

  平成25年度より地域生活支援事業における市町村の必須事業として位置づけ

られましたが、本町においては実施ありませんでした。 

事  業  名 単位 H30年度 R元年度 R2年度 

自発的活動支援事業 実施の有無 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

(左から 計画・実績・達成率％  2年度は見込) 

   

④成年後見制度利用促進事業 

  成年後見制度利用促進事業は、利用ニーズもなく、実施ありませんでした。 

  また、成年後見制度法人後見支援事業は、平成25年度より地域生活支援事業に

おける市町村の必須事業として位置づけられましたが、本町においては実施あり

ませんでした。 

事  業  名 単位 H30年度 R元年度 R2年度 

成年後見制度利用支援事業 人/年 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

(左から 計画・実績・達成率％  2年度は見込) 

 

⑤意思疎通支援事業 

  意思疎通支援事業は、利用ニーズもなく、手話通訳者等が本町にいないため実

施ありませんでしたが、北海道ろうあ連盟から手話通訳者等の広域派遣ができる

体制にしています。 

  手話奉仕員養成研修事業は、平成25年度より地域生活支援事業における市町村

の必須事業として位置づけられましたが、本町においては実施ありませんでした。 
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事  業  名 単位 H30年度 R元年度 R2年度 

手話通訳・要約筆記者等設置人数 人/年 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

手話・要約筆記実利用者数 人/年 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

手話奉仕員養成研修事業 人/年 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

(左から 計画・実績・達成率％  2年度は見込) 

 

⑥日常生活用具給付事業 

    日常生活用具給付事業をみると、排泄管理支援用具の利用が多い状況となって

います。内部機能障がいの方の状況から、今後も増加傾向にあると考えられます。 

事  業  名 単位 H30年度 R元年度 R2年度 

介護・訓練支援用具 件数/年 0 0 - 0 0 - 0 2 - 

自立生活支援用具 件数/年 0 0 - 0 2 - 0 1 - 

在宅療養等支援用具 件数/年 2 1 50.0 2 3 150 2 1 50.0 

情報・意思疎通支援用具 件数/年 2 0 0 2 1 50.0 2 0 0 

排泄管理支援用具 件数/年 76 110 144.7 86 92 107.0 93 96 103.2 

居宅生活動作補助用具(住

宅改修) 

件数/年 0 0 - 0 0 - 0 1 - 

  (左から 計画・実績・達成率％  2年度は見込) 

 

⑦移動支援事業 

  移動支援事業をみると、平成30年度以降は実績ありません。利用者ニーズが他

のサービスで満たされているとも考えられます。 

事  業  名 単位 H30年度 R元年度 R2年度 

移動支援事業 人数/年 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

時間/年 50 0 0 50 0 0 50 0 0 

  (左から 計画・実績・達成率％  2年度は見込) 

 

⑧地域活動支援センター事業 

  地域活動支援センターは、運営している事業所がなく、計画・実績ありません。 

事  業  名 単位 H30年度 R元年度 R2年度 

地域活動支援センター事業 

（町内） 

カ所/年 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

人数/年 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

地域活動支援センター事業 

（町外） 

カ所/年 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

人数/年 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

 (左から 計画・実績・達成率％  2年度は見込) 

 

⑨その他の事業 

  日中一時支援事業は、利用ニーズもなく、令和元年度のみの実施となりました。 

  また、町単独事業として、精神障がい者の作業所等に通所の際の交通費を給付

する、その他社会参加促進事業を実施していますが、現在２事業所に給付してい

ます。 
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事  業  名 単位 H30年度 R元年度 R2年度 

日中一時支援事業 件数/年 0 0 - 0 1 - 0 0 - 

その他社会参加促進事業 件数/年 3 3 100 3 2 66.7 3 2 66.7 

(左から 計画・実績・達成率％  2年度は見込) 

 

(３) 増毛町における児童福祉法に基づく障がい児通所支援等の利用状況 

児童福祉法の改正により、平成24年度から障害者自立支援法に規定されていた障

がいのある児童を対象とした「児童デイサービス」が、児童福祉法において、「放

課後等デイサービス」及び「児童発達支援」として規定されるとともに、肢体不自

由児を対象に必要な治療を行う「医療型児童発達支援」や集団生活への適応のため

の専門的な支援を行う「保育所等訪問支援」が新設されました。 

また、平成30年度から居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知

識技能の付与等の支援を行う「居宅訪問型児童発達支援」が新設されました。 

なお、上記サービスを継続的かつ計画的に利用するために、障がい児支援利用計

画の作成・提出を行う「障がい児相談支援」についても児童福祉法に規定されまし

た。 

障がい児通所支援等（事業概要は40ページに掲載）の利用状況は、次のとおりと

なっています。 

 

①障がい児通所支援 

  障がい児通所支援は、留萌南部３市町で共同運営している留萌市子ども発達支

援センター等に通所し利用しています。 

各年度の利用人数（支給決定児童数）をみると、保育所等訪問支援の利用ニー

ズが高まっています。他のサービスについては、利用児童世帯の町外転出等によ

り多少の増減がありますが、ほぼ横ばいとなっています。 

表11 障がい児通所支援の利用状況 

サービス種類 単位 H30年度 R元年度 R2年度 

児童発達支援 人/月 1 3 300.0 1 4 400.0 1 3 300.0 

放課後等デイサービス 人/月 11 11 100.0 13 11 84.6 10 10 100.0 

医療型児童発達支援 人/月 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

保育所等訪問支援 人/月 0 0 - 0 0 - 0 4 - 

居宅訪問型児童発達支援 人/月 0 0 - 0 1 - 0 1 - 

(左から 計画・実績・達成率％  2年度は見込) 

   

②障がい児相談支援 

  障がい児相談支援は、留萌市内の３カ所の事業所を利用しています。段階的に

作成を促し、平成26年度以降、利用児童（支給決定児童）の全員が「障がい児相

談支援利用計画」を作成・提出済みとなっています。 

表11 障がい児相談支援の利用状況 

サービス種類 単位 H30年度 R元年度 R2年度 

障がい児相談支援 人/月 11 14 127.3 13 15 115.4 10 13 130.0 

(左から 計画・実績・達成率％  2年度は見込) 



 15 

(４) 地域生活移行の状況 

道がまとめた平成31年４月１日から令和２年３月31日までの地域生活移行者数

は、88人となっています。また、地域生活移行先としては、グループホーム（共同

生活援助）がもっとも多く57人（64.8％）となっています。                             

なお、増毛町においては、平成15年度から令和元年度までに入所施設からケアホ

ームやグループホームに移行した方が９名います。 

 

 (５) 入所施設の状況 

北海道における入所施設は、平成29年４月１日現在、209施設・定員10,929人で

あったのに対し、令和２年４月１日現在では、施設数は５施設減の204施設で、定

員は421人減の10,508人になっています。 

また、道内の入所施設資源は地域的に偏在しており、サービスを必要とする利用

者が暮らす地域とは格差が生じています。 

より身近な地域において必要なサービスが受けられるよう、サービス資源の地域

間格差の縮小が必要となります。 

 

(６）居住支援の状況 

   グループホーム(共同生活援助)は、障害者自立支援法の施行後、指定基準の規制

緩和が図られたこと等により、施行時点の平成18年４月の635カ所・定員2,960人が、

令和２年４月では626カ所・定員13,148人と定員の大幅な増加がみられます。 

   なお、令和２年３月利用者数は12,189人となっており、平成29年３月利用者から

1,792人の増となっています。 

 

(７) 工賃（賃金）の状況 

一般就労が困難な障がい者の福祉的就労における工賃は、令和元年度の月額一人

当たり平均が28,738円となっております。障がいのある人が生きがいを持ち安心し

て地域で暮らせるようになるためには、引き続き、工賃（賃金）向上に向けた取組

が必要であります。 

※ 工賃とは、生産活動に係る事業の収入から生産活動に必要な経費を控除した額を施設や

事業所等が利用者に支払う金額のこと。 

 

(８) 一般就労支援への移行状況 

令和元年度における道内の福祉施設から一般就労への移行者数は1,113人となっ

ており、平成17年度実績105人と比較して、10.6倍の増加となっています。令和元

年６月１日現在の障がい者雇用の義務がある道内民間企業の実雇用率は2.27％で、

全国平均の2.11％を上回っていますが、障がいのある人を一人も雇用していない企

業は30.8％と全国平均の30.0％より高い水準にあります。 

障がいのある人一人ひとりの意欲や障がい特性等に応じて、安心して一般就労に

取り組むことができるよう、企業等と連携・協働した就労支援の充実・強化を図っ

ていく必要があります。 

 

(９) 特別支援学校卒業生の進路状況 

道内の特別支援学校の令和２年３月高等部卒業者1,186人のうち、就職は443人で
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全体の37.4％、福祉施設利用者は645人で全体の54.4％となっています。 

特別支援学校を卒業後に、身近な地域で生活することができるよう、在学中の就

職支援の強化や地域のサービス基盤を整備していく必要があります。 

 

(10) 発達障がい者に対する支援の状況 

平成28年８月に施行された発達障がい者支援の一層の充実を図るため、発達障害

者支援法が全般にわたって改正され、医療、福祉、教育、就労等の関係機関が相互

に連携し、一人ひとりの発達障がいのある人に切れ目のない支援を実施することが

目的に追加され、きめ細やかな支援を推進することとされました。 

道では、「発達障害者支援（地域）センター」を設置し、地域で発達障がいのあ

る人やその家族の支援を行う市町村や事業所等の関係機関への助言や人材育成を

行うとともに、北海道教育庁と協働し、各地域で支援体制の整備を進めるなど、支

援の充実を図るほか、フォーラムを開催するなど発達障がいの理解促進を行ってい

ます。 

 

(11) 障がい児に対する支援の状況 

平成28年６月の児童福祉法の改正に伴い、これまでの指定障害児通所支援事業に

居宅訪問型児童発達支援が創設され、また、医療的ケアを要する障がいのある子ど

もが適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進

に努めるものとされました。 

さらに、障がいのある子どものサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進す

るため、自治体において障害児福祉計画を策定することとなりました。 

また、子ども・子育て支援法の「すべての子どもが健やかに成長するように支援

するものであって、良質かつ適切なものでなければならない」との基本理念に基づ

き、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が

各々の役割を果たすとともに、相互に協力を図り、障がいのある子どもとその家族

に対し、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供す

る体制を整備し、障がいのある子ども本人の最善の利益を保障する必要があります。 

 

(12) 医療を必要とする在宅障がい児（者）等に対する支援の状況 

重症心身障がい児（者）や医療的ケアを必要とする在宅で暮らす重度障がいのあ

る人が、地域で生活するためには、必要なサービス基盤を整備し、その家族の負担

を軽減することが必要です。 

 

３．主なサービス提供基盤の整備状況 

(１) 基盤整備の状況 

先ほども述べましたが、町内には、居宅サービス事業者が１カ所しかなく、障が

い者入所・通所等支援施設や就労支援事業所がありません。また、地域生活支援事

業については、移動支援や日常生活用具給付は直接町で行っておりますが、地域活

動支援センターについては、留萌市にあるＮＰＯ法人に委託していましたが、平成

20年度からは人材の確保ができないため休止の状態となっています。 
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 (２) 人材養成の状況 

町では、障がいのある方の地域生活支援等の多様な相談に総合的・継続的に対応

するため、北海道が行う相談支援従事者研修に町保健師が計画的に受講し修了して

います。 

また、道立心身障害者総合相談所が行う障がい者相談業務担当研修にも毎年１名

の担当職員が受講しています。 
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第３ 障がい者計画推進のための具体的取組み 

 

１．広報・啓発活動の推進 

  障がいの有無にかかわらず、町民がお互いに理解し支え合う社会を実現するため、

ノーマライゼーションの普及を図るとともに、障がい及び障がいのある人に対する町

民の理解を深めるため、広報・啓発活動を進めます。 

（１）広報活動の充実 

   障がいのある人を取り巻く状況や、障がい者対策の基本的な考え方を広く町民に

普及啓発するため、広報紙や各種媒体を通じた広報活動を進めるとともに、行事や

イベントを通じて啓発活動を行います。 

（２）心のバリアフリーの促進 

   障がいに対する正しい知識を深める機会の充実と交流機会の拡充に努めます。 

 

２．福祉サービスの充実 

   障がいのある人が、住み慣れた地域で自立した生活が送ることができるよう、障害

者総合支援法に基づくサービス基盤の充実を図るとともに、相談及び支援体制の充実

を目指します。 

（１）自立支援のためのサービスの充実 

   障がいのある人や支援する人に、各種サービスメニュー等の情報を提供します。 

   日中活動系サービス、訪問系サービス、地域生活支援事業など、障がいのある人

の状態やニーズに応じた適切な支援が効果的に行われるサービスの提供体制を構

築します。 

   障がいのある人が日常生活の便宜を図るため、補装具や日常生活用具等の福祉機

器給付サービスの適切な運用を図ります。 

（２）相談支援体制の充実 

基幹相談支援センターうぇるデザインとの連携を強化し、ワンストップの相談体

制を作り相談支援や一貫したケアマネジメントができるよう地域関係機関の連携

を図ります。 

留萌南部自立支援協議会の活動の推進を図り、地域での課題を共有し、改善に向

けた体制づくりに努めます。 

（３）生活の安定支援 

   障がいのある人の生活安定を図るため、年金、手当の支給、医療費等の助成、「生

活福祉資金」の貸し付けなど各制度が円滑に利用できるよう周知に努めます。 

（４）家族支援の充実 

   障がいのある人を介護している家族の就労支援や一時的な休息及び急用等に対

応するためのサービスを充実します。 
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３．人権・権利擁護の推進 

  障害者基本法の基本理念にあるように、障がいのある人に対する差別や権利利益の

侵害がない地域社会を作るため、障がいのある人の人権と尊厳が補償され、心豊かに

生活できる社会づくりを進めます。 

（１）人権・権利を擁護する体制づくり 

   障がいのある人の中で、判断能力が十分でない人に対して、サービスの適切な選

択・利用、日常的な金銭管理等を支援するために、関係機関と連携して「権利擁護

事業」の普及啓発と利用促進を図ります。 

   障がいのある人の権利擁護を推進するため及び町民に対して権利擁護に対する

理解を深めてもらうための周知・啓発の機会を作ります。 

   平成24年10月に施行された「障害者虐待防止法」に基づき設置された「町障がい

者虐待防止センター」の機能を促進し、障がい者への虐待を防止するための体制整

備と普及・啓発を図ります。 

また、ヘルプマークやヘルプカードの普及を推進し、外見からわかりにくい障が

いなど、周囲の方からの配慮を必要としている人への思いやりのある行動を促し、

障がいへの理解を図ります。 

（２）成年後見制度の周知・普及 

   障がいのある人の人権や権利を擁護する「成年後見制度」の周知・普及を図りま

す。 

 

４．保健・医療サービスの充実 

  障がいの早期発見、早期治療は障がいの重度化を防ぐために必要であり、各種健康

診断の充実を図るとともに、適正な医療、リハビリテーションの充実を図ります。 

（１）障がいの発生予防施策の推進 

    後天性障がいの一因となる生活習慣病の予防など、健康づくりに対する意識啓発

を図り、基本健康診査をはじめとした各種健診の受診を促進します。 

   こころの悩みを持つ人が気軽に相談できるよう、こころの健康相談の充実を図り、

こころの健康の保持増進に努めます。 

（２）医療公費負担制度の普及 

   自立支援医療（育成医療、更生医療、精神障がい者に対する通院医療）及び重度

心身障がい者医療等の公費負担制度の普及に努めます。 

（３）リハビリテーション体制の充実 

    障がいのある人が、医療を終えてから社会復帰を円滑に進めるために、医療機関

と連携を図り適切な対応に努めます。 

   また、医療機関退院後も引き続き維持的リハビリテーションに取り組めるよう、

社会復帰のためのサービス提供を促進します。そのために、保健所、医療機関、サ

ービス事業所等と連携を図ります。 
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５．障がいのある子どもへの支援 

障がいのある子どもは日常生活や社会生活の面で様々な制限を受け、成長や発達が

阻害されやすい傾向にあります。障がいのある子どもが自らの可能性を生かし、持て

る力を十分に発揮するために、早期の相談・指導を行ない、一人ひとりの障がいに応

じた療育を行えるよう、乳幼児期から学校卒業までの一貫した療育・教育環境の支援

に努めます。 

（１）障がいの早期発見・療育機能の充実 

   障がいの早期発見・早期療育につながるよう、乳幼児健診や相談事業及び戸別訪

問等の母子保健施策の充実を図ります。 

（２）子どもの発達支援の推進 

   留萌南部地域幼児療育推進協議会等を活用し、関係機関とのネットワークを構築

して地域における専門的な支援の確保を図ります。 

   発達障がいのある子どもへの正しい理解を図るための啓発活動を推進します。 

幼児期、就学期、卒業時において継続した支援ができるよう関係機関の早期から

の連携に努めます。 

（３）療育体制の充実 

発達の遅れや障がいのある子どもに対し、一人ひとりの特性と保護者の意向に応

じた療育を受けることができるよう乳幼児健診と連動した体制整備を図ります。 

身近な地域の支援拠点として「留萌市子ども発達支援センター」を活用し、発達

障がいのある子どもや家族への支援を進めます。 

（４）特別支援教育の推進 

従来の特殊教育の対象となっていた子どもだけでなく、学習障害（ＬＤ）、注意

欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症等を含め、教育・福祉・医療等との

連携を図り、本人及び保護者の意向や障がいの状況を踏まえ、適切な教育の場を選

択できるよう指導に努めます。 

障がいのある子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握して、適切な教育や指導が

行なわれるよう体制の充実に努めます。 

また、学校施設を障がいのある子どもに配慮したバリアフリー化に努めます。 

 

６．担い手育成と地域活動の推進 

  障がいのある人が地域で充実した生活を続けるために、障がいのある人の活動を支

える人材の確保とボランティア活動の推進を図り、町民誰もが気軽に参加できる「手

助け」の輪を広げていく取り組みを推進します。 

（１）人材の確保と養成 

社会福祉協議会をはじめとした関係機関と連携して、障がいのある人の地域生活

を支えるボランティアの養成を促進します。 

地域の福祉活動の推進に重要な役目を担っている民生委員・児童委員等の研修の 

充実に努めます。 

障がいのある人の聞取り調査に当たる認定調査員、障がいのある人のサービス利

用計画書の作成を支援する相談支援専門員の養成を図ります。 
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（２）ボランティア活動の推進 

社会福祉協議会・ボランティアセンター及び「ゆうゆうマーシー」の活動を促進

するとともに、町民誰もがボランティア活動に参加できるよう、広報紙等で情報の

提供に努めます。 

手助けを必要としている人にボランティア活動が効果的につながるよう、また、

多様なニーズに対応できるよう既存の団体と連携を図ります。 

（３）民間団体との連携強化 

福祉活動を行なっている団体・グループとの連携を強化するとともに、文化・ス

ポーツ団体及び農協・漁協・商工会など産業関係団体とも連携を図り、障がいのあ

る人の地域活動を推進します。 

 

７．社会活動への参加促進 

障がいのある人もない人も、ともに支え合いながら地域で生活するためには、お互

いの理解が必要です。そのために地域の行事、各種教室や文化活動、スポーツ活動を

通してお互いに交流する機会を設けていくよう働きかけます。 

（１）共生型事業の推進 

基盤整備、相談支援、日中活動の場、住まいの場、就労等あらゆる場面において、

障がい者施策と高齢者施策等を一体に実施する共生型事業を推進します。その際に

地域の特質を生かし、先進的事業交付金を活用出来る取り組みを検討します。 

障がいのある人が、自ら進んで地域社会の一員として地域の事業に参加できるよ

う支援と啓発を行います。 

（２）コミュニケーション支援の充実 

障がいのある人のコミュニケーションを確保するために、広域的な手話通訳者の

派遣等について北海道ろうあ者連盟等に委託し支援を行います。 

（３）生涯学習の推進 

障がいのある人が気軽に学習活動、文化活動、スポーツ・レクリエーション活動

に参加できる機会の提供を図ります。 

公共施設や、会場での配慮など学習に参加しやすい環境作りに努めます。 

 

８．雇用・就労の促進 

  障がいのある人は、その障がいのため就職したくてもなかなか職に就けない厳しい

状況にあり、地域事業者に障がいのある人の雇用を期待するだけでは就労の促進は図

れません。障がいのある人の雇用の拡大に向けて、関係機関と連携をとり具体的な方

策を示すことが必要です。 

  障がいの種類や程度によっては、一般の企業に就労することが難しい人も多く、こ

うした人達のために、福祉的就労の場を確保することも必要です。 

（１）雇用の促進 

障がいのある人の雇用を促進するために、公共職業安定所等と連携し雇用の促進

を図ります。また、事業主に対して、障がいのある人の雇用に向けた啓発活動を行

います。 
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（２）就労支援体制の充実 

一般就労が困難な障がいのある人に対しては、町内に福祉的就労施設がないので、

留萌市内の施設・事業所等と連携を取り支援を行います。 

 

９．生活環境の整備 

  障がいのある人が地域の中で充実した生活をするために、公共施設や道路における

バリアフリー化を進めるとともに、障がいのある人が地域において活動できるよう移

動の確保を図る必要があります。 

障がいのある人が地域の中で安全・安心に生活することができるよう防災対策の充

実も求められています。 

（１）バリアフリー、ユニバーサルデザイン化の推進 

障がいのある人ばかりでなく、すべての人が利用しやすい施設や安全な環境を作

るために、町内におけるバリアの現状を把握し、障がいのある人のニーズを取り入

れた施設及び道路の整備に努めます。また、ハード面でのバリアフリー化が困難な

場合においても、障がいのある人に配慮したソフト面での取り組みを進めます。 

（２）生活設備の整備 

障がいのある人のニーズを踏まえて、町営住宅をはじめ住まいの場の整備への支

援を行います。 

障がいにあった居住環境を実現するため、日常生活用具の利用を促進します。 

（３）移動・交通手段の確保 

障がいのある人が、公共交通機関を利用しやすくするために関係機関に働きかけ

を行います。公共交通機関を利用できない人に対しては、移動支援の充実を図ると

ともに、身体障害者福祉協会が行なうハイヤー料金助成事業を支援します。また、

町有車両による通院支援や行事への送迎等を行います。 

（４）防災対策の充実 

障がいのある人が安心して暮らせる社会を実現するために、関係団体、住民等の

連携による支援体制を確立するとともに、災害時要援護者名簿を作成し支援のネッ

トワークづくりを進めます。また、防災意識の普及など町民の意識高揚を図ります。 

 

１０．推進体制の整備 

この計画を効果的に推進するために、国及び道の他、関係機関や各種団体・事業者

等と連携を図っていきます。 

また、障がいのある人に配慮したまちづくりを進めることはすべての人が住みやす

いまちを作ることにつながるので、役場のすべての部署が連携した体制づくりを進め

ます。 

（１）関係機関との連携強化 

障がいのある人に関係する機関や団体と連携を深め、障がいのある人のニーズを

反映した施策の実現を図っていきます。 

（２）推進体制の整備 

役場内・町内の関係団体・北海道等と連携を図り、共生型まちづくり体制の構築

を目指します。 
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第４ 福祉計画推進のための基本的事項 

１．令和５年度に向けて目指す方向 

「希望するすべての障がい者が地域で暮らせる社会の実現」 

第５期計画から引き続き「希望するすべての障がい者が地域で暮らせる社会づく

り」や「本人が希望する暮らしの実現」に向けて、安心して障がいのある人やその

家族が暮らすことができるよう、障がいのある人を主体とし、その方々のニーズを

踏まえた支援体制やサービス基盤、就労の場や住まいの場の整備を目指し、自立支

援協議会を核として地域の関係者が連携・協働する「地域づくり」を推進します。 

 

２．福祉計画推進の基本方針 

(１)  相談支援体制の充実 

・ 地域で自立した生活を営むためには、サービス提供体制の確保とともに、適

切な利用を支援する相談支援体制の構築が必要です。 

  このため、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センタ

ーうぇるデザインとの連携を強化し、ケアマネジメント等の充実を図ります。 

    さらに、障がい福祉サービス等の利用にあたって作成される「サービス等利

用計画」については利用者ニーズに応じた計画相談支援、障がい児相談支援の

提供体制の充実を図ります。 

 

(２) 地域生活への移行促進 

・ 町内には、障がいのある人が地域で生活することを支援する施設等がないた

め、当面は現在入所している施設による支援によることとしますが、障がいの

ある人等が地域で暮らせる社会の実現に向けて居住支援等の基盤整備の促進

を図り、地域移行支援や地域定着支援を進めます。 

  また、障がいのある人等の高齢化や重度化、さらには「親亡き後」を見据え

た中長期的な視点に立った継続した支援を進めます。 

・ 入院中の精神障がいのある方に対し、退院のための必要な支援を行い、地域

生活への移行を進めます。 

 

(３) 就労支援の充実 

・ 障がいのある人の就労支援を充実・強化するため、労働・福祉・教育等の関

係機関との連携強化を図ります。 

   ・ 圏域で構築してきた就労支援のネットワークを活用し、ハローワークや障が

い福祉サービス事業者、特別支援学校等の関係者や企業・自治体が連携した一

体的な就労支援を推進します。 

   ・ 障がいのある人が地域において自立した生活を送るため、それぞれの意欲や

能力（適正）に応じて働くことができるよう、就労支援事業等に関わる支援者

の支援技術を向上する取り組みを推進します。 

   ・ 障がいのある人の就労先を確保するため、企業等への情報提供により理解を

深めるとともに、地域における新たな就労の場の創出に努めます。 
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(４) ライフサイクルを通じた連携した支援 

   ・ 学齢期における学校と放課後等の支援機関との連携や、乳幼児期や学齢期・

学校卒業後の就労や生活支援機関との引き継ぎなど、地域の関係機関の連携に

よるライフサイクルを通じた支援の促進を図ります。 

 

(５) 障がいのある子ども（人）の在宅医療の確保 

・ 在宅で暮らす障がいのある子ども（人）の特性等に合わせ適切な医療が提供

されるよう、地域の医療機関との連携を図ります。 

 

(６) 権利擁護の推進 

  ・ 権利擁護推進のため、相談支援体制や自立支援協議会における取組を強化し

ます。 

・ 成年後見制度の推進のため、基幹相談支援センターをはじめとする支援機関

との連携を深め、体制整備や普及啓発を進めます。 

  ・ 各種資料を活用し、学校や企業等を通じて障がいのある人に対する正しい理

解を広めるための啓発活動を進めます。 

 

(７) 共生型事業の推進  

   ・ より身近な地域（町内及び圏域）において障がいのある人を支援する資源を

確保するため、相談支援・日中活動、住まいの場、就労等あらゆる場面におい

て、元気な高齢者やボランティアなど様々な関係者が協働し、障がい者施策と

高齢者施策など他の福祉施策と連携した取組（共生型事業）の体制を構築しま

す。 

    

 (８) サービス基盤の圏域連携 

・ 町内にはサービス事業所が１カ所のみなので、障がいのある人が町内外で必

要なサービスが受けられるよう、圏域及び近隣市町村や事業者と連携しサービ

スの提供を行います。また、空き住宅や空き店舗など既存のストックを積極的

に活用し、サービス基盤の整備を進めます。 

 

(９)  障がい児支援の充実 

・ 平成28年５月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する

法律において、市町村及び都道府県に対し、障がい児福祉計画の策定が義務づ

けられました。留萌南部３市町で共同運営している「留萌市子ども発達支援セ

ンター」を核として、児童発達支援や放課後等デイサービス等のサービス提供

体制を整備し、子どもと家族への支援体制の充実を図ります。 

 

 (10） 障がい者等に対する虐待防止 

・ 平成24年４月に施行された障害者虐待防止法に基づき、平成24年10月より各

市町村に「障がい者虐待防止センター」が設置されました。本町においても福

祉厚生課内に窓口を設置し、障がい者等に対する虐待の防止や早期発見・早期

対応・再発防止等のための相談支援体制を推進していきます。 
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（11）安全確保に備えた地域づくりの推進 

   ・ 平常時から関係団体、事業者等と連携を図り、災害や集団感染発生時におけ

る障がいのある人への安全確保に努めるとともに、その障がい特性に配慮した

支援が行えるよう、地域住民等との共生による体制づくりを進めます。 

 

３．令和５年度の成果目標 

（１）基本的な考え方 

障がいのある人の自立を支援する観点から、「地域生活移行」や「就労支援」

といった課題へ対応する計画となるよう、それらの課題について令和５年度の成

果目標を設定し、必要なサービス量を見込むこととしています。 

この計画の成果目標は、道の作成指針を踏まえ設定しています。 

また、成果目標の設定に当たっての「地域生活」「一般就労」についての考え

方は、次のとおりとしています。 

 

《地域生活とは》 

障がいのある人が、障がいの程度や種別、年齢等に関わらず、希望する地域の中で自
分の意志に基づき、自らの生き方を決めて、まちの人々とともに支え合いながら暮らす
ことと考えています。 

そのため、計画においては、「地域生活への移行」を進めるに当たり地域で必要とす
るサービス基盤を整備するため、地域生活への移行が見込まれる利用者の数を目標値と
して整理しています。 

《一般就労とは》 

障がいのある人の意欲や能力（適性）に応じた、フルタイム、パートタイム、常勤、
非常勤、季節労働等の多様な働き方があると考えています。 

そのため、計画においては、１年間に在宅就労者を含む雇用契約を結んだ新規就労者
（就労継続支援Ａ型の利用者を除く）及び自ら起業した者の数を目標値として整理して
います。 

 

（２) 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

国の基本指針 

令和５年度末までに、令和元年度末の施設入所者の６％以上が地域生活へ移行

することを基本とする。 

令和５年度末の施設入所者数を、令和元年度末時点の施設入所者数から1.6％

以上削減することを基本とする。 

目標設定 

本町の実情を考慮し、地域生活移行者を１人と推計します。 

本町の実情を考慮し、施設入所者数の削減数を１人と推計します。 

項目 人数 考え方 

施設入所者数 16人 令和元年度末の入所者数 

【目標】令和５年度末までの地域移行者数 1人 施設からグループホーム等への移行見込

み 

【目標】令和５年度末までの施設入所者数 15人 令和５年度末の施設入所者数 

【目標】削減見込み人数 1人 令和５年度末までの削減見込み人数 
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（３）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

国の基本指針 

精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることがで

きるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置し、医療、障がい福祉・

介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保された

地域包括ケアシステムの構築を目指すことを基本とする。 

目標設定 

保健・医療・福祉関係者による協議の場については、自立支援協議会等を活用

し検討していきます。 

 

（４）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

国の基本指針  

令和５年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも１つ以上の地域生活支

援拠点等を確保しつつ、機能充実のため、年１回以上運用状況を検証及び検討す

ることを基本とする。 

目標設定 

障がいのある人が「親亡き後」も安心して地域で生活できるよう、拠点に期待

される５つの機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受入れ・対応、専門的人材

の確保・養成、地域の体制づくり）の充実に向け、自立支援協議会等の場を活用

し協議していきます。 

 

（５) 福祉施設から一般就労への移行 

国の基本指針 

令和５年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を令和元

年度実績の1.27倍以上とすることを基本とする。（うち移行支援事業：1.30倍、

就労継続支援Ａ型：1.26倍、就労継続支援Ｂ型：1.23倍） 

令和５年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のう

ち、７割が就労定着支援事業を利用することを基本とする。 

就労定着支援事業所のうち、就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上

とすることを基本とする。 

目標設定 

  本町の実情を考慮し、次のとおり推計します。 

項目 人数 考え方 

一般就労移行者数 0 令和元年度実績 

【目標】令和５年度末時点の一般就労移行者数 0 令和元年度実績の1.27倍以上 

※令和５年度末までの一般就労移行者数を設定しないため、それに付随する目標も設定し

ないものとします。 

 

（６）相談支援体制の充実・強化等 

  国の基本指針 

令和５年度末までに、各市町村又は圏域において、相談支援体制の充実・強化

に向けた取組の実施体制を確保することを基本とする。 
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目標設定 

    相談支援体制を充実・強化するため、基幹相談支援センターの充実を図り障が

いの種別や各種ニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援を実施するととも

に、地域の相談機関との連携強化に努めます。 

 

 （７）障がい福祉サービス等の質の向上 

   国の基本指針 

    令和５年度末までに、障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組を実

施する体制を構築することを基本とする。 

   目標設定 

    利用者が必要とするサービス等を提供していくため、障がい福祉サービス等に

係る研修へ町職員が積極的に参加し、知識の向上に努めます。 

 

第５ サービス量の見込と確保のための方策 

 

１．サービス量の基本的な考え方 

障がい福祉サービス等の必要見込量（活動指標）は、前期障がい福祉計画の期間

におけるサービス支給量や利用人員の実績を基本として、その分析結果に基づき、

地域の実情やニーズを把握した上で、令和５年度までの各年度における見込量を推

計し設定することとしています。 

 

２．居住系サービスの必要見込量 

  本町には、共同生活援助事業所（グループホーム）及び障がい者支援施設はなく、

利用者は町外にある施設等を利用（入居・入所）しています。 

  町外の各施設の協力を得ながら、引き続き、利用者本人・家族の希望や障害支援区

分に応じたサービス確保に努めます。 

 

サービス種類 単位 令和2年度見込 R3年度 R4年度 R5年度 

自立生活援助 人 0 1 1 1 

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 人/月 11 11 11 12 

施設入所支援 人/月 16 16 16 15 

   

３．日中活動系サービスの必要見込量 

  本町には、障がいのある人に対する日中活動系サービス事業所はなく、利用者は町

外にある施設・事業所を利用しています。 

  町外の各施設等の協力を得ながら、引き続き、利用者本人・家族の希望や障害支援

区分に応じたサービス確保に努めます。 
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サービス種類 単位 R2年度見込 R3年度 R4年度 R5年度 

療養介護 人/月 3 3 3 3 

生活介護 
人日／月 417 460 460 460 

人/月 19 20 20 20 

自立訓練（機能訓練） 
人日／月 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 

自立訓練（生活訓練） 
人日／月 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 

宿泊型自立訓練 
人日／月 14 60 60 60 

人/月 1 2 2 2 

就労移行支援 
人日／月 21 23 23 23 

人/月 1 1 1 1 

就労継続支援（Ａ型） 
人日／月 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 

就労継続支援（Ｂ型） 
人日／月 457 470 470 470 

人/月 26 26 26 26 

短期入所（福祉型、医療型） 
人日／月 2 10 10 10 

人/月 1 1 1 1 

 

４．訪問系サービスの必要見込量 

  障がいのある人に対する訪問系サービスは、町内にある居宅介護事業所１カ所と留

萌市内にある居宅介護事業所を主にサービス提供しています。これまで個々の状況に

応じた対応ができていますが、今後も居宅介護をはじめとしたサービスの充実に努め

ていく必要があります。 

 

サービス種類 単位 R2年度見込 R3年度 R4年度 R5年度 

居宅介護 
時間／月 6 40 40 40 

人/月 2 4 4 4 

重度訪問介護 
時間／月 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 

行動援護 
時間／月 0 4 4 4 

人/月 0 1 1 1 

重度障害者等包括支援 
時間／月 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 

同行援護 
時間／月 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 

 

５．相談支援の必要見込量 

  障がい福祉サービスを利用する際には、サービスの利用・提供の調整やサービス等



 29 

利用計画作成等の相談支援を行う必要があります。 

   本町には相談支援事業所がありませんが、平成25年４月から業務委託している基

幹相談支援センターの相談支援機能を強化し、町外の相談支援事業所の協力を得な

がら、相談支援の充実に努めます。 

 

サービス種類 単位 R2年度見込 R3年度 R4年度 R5年度 

計画相談支援 人/月 51 51 51 51 

地域移行支援 人/月 0 1 1 1 

地域定着支援 人/月 0 0 0 0 

 

６．地域生活支援事業の必要見込量 

（１）相談支援事業 

  相談支援の総合窓口は、これまで町福祉厚生課のみで行っておりましたが、継

続的な相談支援体制の強化・充実を図ることが課題となっていました。 

平成25年４月に総合的な相談業務や支援の中核的な役割を担う機関として、基

幹相談支援センターうぇるデザインが開設され、留萌管内すべての市町村が業務

委託しています。今後も関係機関と連携を図り、相談支援の充実・強化に努めま

す。 

事  業  名 単位 R2年度見込 R3年度 R4年度 R5年度 

障がい者相談支援事業 カ所数 2 2 2 2 

自立支援協議会 カ所数 1 1 1 1 

  

（２）理解促進研修・啓発事業 

  本町ではこれまで事業実績はありませんが、障がいのある方が日常生活及び社

会生活で生じる「社会的障壁」を除くため、地域住民が障がいへの理解を深めら

れる研修や啓発事業を今後展開していく必要があります。障がい者団体や障がい

福祉サービス事業所等と連携し、ニーズ把握や情報収集に努めます。 

 

（３）自発的活動支援事業 

  本町ではこれまで事業実績はありませんが、障がいのある方やその家族、地域

住民等が地域において自発的に行う活動（交流活動、災害対策、孤立見守り防止、

ボランティア活動等）に対して、活動場所や情報提供等の支援に努めます。 

 

（４）成年後見制度利用促進事業 

  成年後見制度利用支援事業は、これまで利用実績はありませんでしたが、今後

必要とする障がいのある人に適切に対応するため、利用ニーズ把握や啓発活動、

実施体制の確保を図ります。 

  成年後見制度法人後見支援事業は、これまで利用実績がなく実施体制も構築さ

れておりません。今後、市民後見人の活用も含めた法人後見活動の支援にむけて、

関係機関と実施体制の構築等の検討を行います。 
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事  業  名 単位 R2年度見込 R3年度 R4年度 R5年度 

成年後見制度利用支援事業 人/年 0 1 1 1 

成年後見制度法人後見支援事業 人/年 0 0 0 0 

 

（５）意思疎通支援事業 

  本町では、これまで手話通訳等を必要とする聴覚障がい者等への派遣利用はあ

りませんでしたが、今後、利用を希望する者に対して確実に支援できるよう北海

道及び公益社団法人北海道ろうあ連盟等の関係機関と連携をとり、広域的な支援

体制の充実に努めます。 

事  業  名 単位 R2年度見込 R3年度 R4年度 R5年度 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業 人/年 0 1 1 1 

手話通訳者設置人数 人/年 0 0 0 0 

手話奉仕員養成研修登録人数 人/年 0 0 0 0 

 

（６）日常生活用具給付等事業 

  重度の障がいのある人等が、日常生活を送る上でそれぞれの状況に合う必要な

用具を給付し、日常生活の便宜を図ることは必要です。本町では引き続き利用者

の希望に沿った給付を行うため、予算の確保等に努めます。 

事  業  名 単位 R2年度見込 R3年度 R4年度 R5年度 

介護・訓練支援用具 件数/年 2 0 0 0 

自立生活支援用具 件数/年 1 1 1 1 

在宅療養等支援用具 件数/年 1 2 2 2 

情報・意思疎通支援用具 件数/年 0 1 1 1 

排泄管理支援用具 件数/年 96 96 96 96 

居宅生活動作補助用具（住宅改修） 件数/年 1 0 0 0 

 

（７）移動支援事業 

  移動支援事業は、屋外での移動が困難な障がいのある人に対して、余暇活動に

おける外出のための支援を行い、地域での自立生活や社会参加を促進します。利

用希望があった場合に対応できるよう、事業所及び関係機関との連携を図り、利

用者個々の状況に応じた支援を推進します。 

事  業  名 単位 R2年度見込 R3年度 R4年度 R5年度 

移動支援事業（実利用人数） 人 0 1 1 1 

移動支援事業（延利用時間） 時間/年 0 25 25 25 

 

（８）地域活動支援センター事業 

  地域活動支援センターは、町内に事業所がなく、また利用ニーズもないことか

ら計画では実施を見込んでおりません。 

今後、利用ニーズを把握し、利用者の増加が見込まれる場合については、事業

所の開設や近隣市町との広域利用の検討を行っていきます。 
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事  業  名 単位 R2年度見込 R3年度 R4年度 R5年度 

地域活動支援センター事業 

（町内） 

実施カ所 0 0 0 0 

実利用人数 0 0 0 0 

地域活動支援センター事業 

（町外） 

実施カ所 0 0 0 0 

実利用人数 0 0 0 0 

 

（９）その他の事業 

  日中一時支援事業は、町内に事業所がなく、また利用ニーズもないことから利

用を見込んでおりませんが、利用希望があった場合に対応できるよう、近隣市町

内にある事業所と連携を図り、障がいのある人等の日中活動の場の提供体制の確

保に努め、その家族の一時的な負担軽減を図ります。 

  その他社会参加促進事業については、精神障がいのある人の就労支援事業所等

に交通機関で通所する際の交通費を支給することで、経済的負担の軽減と社会復

帰の促進を図ります。今後も継続して事業を実施します。 

事  業  名 単位 R2年度見込 R3年度 R4年度 R5年度 

日中一時支援事業 

 

実施カ所 0 0 0 0 

実利用人数 0 0 0 0 

その他社会参加促進事業 件数/年 2 2 2 2 
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第６ 障がい児福祉計画 

 

１．第２期障がい児福祉計画の成果目標 

  障がいのある子どもの保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の支援を円滑に行う

ため、関係機関と連携し支援体制の構築を図ります。 

（１）児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 

 国の基本指針 

令和５年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１カ所以

上設置することを基本とする。また、すべての市町村において保育所等訪問支援

を利用できる体制を構築することを基本とする。（圏域設置可） 

   目標設定 

留萌南部３市町で共同運営している「留萌市子ども発達支援センター」を活用

していきます。 

 

（２）主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所等の確保 

国の基本指針 

令和５年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び

放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも１カ所以上確保すること

を基本とする。（圏域設置可） 

目標設定 

令和５年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び

児童デイサービス事業所を1カ所以上確保に努める。 

 

（３）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

 国の基本方針 

令和５年度末までに、医療的ケア児が適切な支援を受けられるように各都道府

県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係

機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関する

コーディネーターを配置することを基本とする。 

目標設定 

令和５年度末までに、医療的ケア児が適切な支援を受けるために、保健、医療、

障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場の設置に努め

る。 

令和５年度末までに、医療的ケア児等支援のためのコーディネーターの配置に

努める。 

 

２. 障がいのある子どもに対する支援 

障がいのある子どもを対象としたサービスに関する事業は、これまでは施設系は児

童福祉法、事業系は障害者自立支援法に基づき実施されてきましたが、平成24年４月

の改正児童福祉法施行に伴い、児童福祉法に根拠規定が一本化されました。改正児童
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福祉法では、これまで障がい種別ごとに実施されてきた支援が、入所及び通所による

支援に一元化されるとともに、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援が創設され、

平成30年度には、新たに居宅訪問型児童発達支援も新設されました。 

また、18歳以上の障がい児施設入所者については、施行後は障害者総合支援法の障

がい施策で対応することとなりました。 

留萌南部３市町で共同運営している「留萌市子ども発達支援センター」を核として、

児童発達支援や放課後等デイサービス等のサービスの充実に努めます。 

 

障害児通所支援【サービスの内容】 

サービス名 サービス内容 

児童発達支援 就学前の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集

団生活への適応訓練等を行います。 

医療型児童発達支援 上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童に対し、日常生活

における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等のほか、

治療を行います。 

放課後等デイサービス 就学している児童に対し、授業の終了後又は休業日に児童発達支

援センター等の施設において,生活能力の向上のために必要な訓

練、社会交流の訓練と機会を提供します。 

居宅訪問型児童発達支援 障がいのある子ども等の居宅を訪問し、日常生活における基本的

な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 

保育所等訪問支援 保育所その他の児童が、集団生活を営む施設を訪問し、保育所等

に通う障がいのある子ども等に,集団生活への適応のための専門

的な支援等を行います。 

 

３．障がい児通所支援の必要見込量 

  障がい児通所支援は、留萌南部３市町で共同運営している留萌市子ども発達支援セ

ンター等に通所しサービス提供しています。今後も支援の充実に努めます。 

 

サービス種類 単位 R2年度見込 R3年度 R4年度 R5年度 

児童発達支援 
人日／月 12 24 24 24 

人/月 3 2 2 2 

医療型児童発達支援 
人日／月 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 

放課後等デイサービス 
人日／月 48 200 200 200 

人/月 10 11 11 11 

保育所等訪問支援 
人日／月 8 8 8 8 

人/月 4 4 4 4 

居宅訪問型児童発達支援 

 

人日／月 2 6 6 6 

人/月 1 1 1 1 
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４．障がい児相談支援の必要見込量 

  障がい児通所支援を利用する際には、サービスの利用・提供の調整や障がい児支援

利用計画の作成、一定期間のモニタリング等の相談支援を行う必要があります。本町

には相談支援事業所がありませんが、平成25年４月から業務委託している基幹相談支

援センターの相談支援機能を強化し、町外の相談支援事業所の協力を得ながら、障が

い児相談支援の充実に努めます。 

 

サービス種類 単位 R2年度見込 R3年度 R4年度 R5年度 

障がい児相談支援 人/月 13 13 13 13 
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第７ 計画の推進方法 

 

１．ＰＤＣＡサイクルの導入・実施 

（１）ＰＤＣＡサイクルの必要性 

計画は障がい等のある方に必要な障がい福祉サービスや地域生活支援事業等の

提供の確保に向けて推進されるものであり、関係者が目標等を共有し、その達成に

向けて連携するとともに、進捗状況を確認しながら、工夫、改善を積み重ね、着実

に取り組みを進めていくことが必要になります。 

平成25年４月に施行された障害者総合支援法においては、計画に定める事項につ

いて、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、計画を変

更することその他の必要な措置を講じること（ＰＤＣＡサイクル）とされています。 

そのため、本町においても平成27年度からＰＤＣＡサイクルを導入し、本計画の

進捗状況の管理と評価に努めて行きます。 

 

（２）計画におけるＰＤＣＡサイクル 

  国の基本指針では、計画ＰＤＣＡサイクルを導入するにあたり、第二における目

標を「成果目標」とし、第三における計画の作成に関する事項である障がい福祉サ

ービスの見込量等を「活動指標」としています。その上でＰＤＣＡサイクルのプロ

セスは下図のとおりとします。 

基本指針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

・障がい福祉計画策定に当たっての基本的考え方及び達成すべき目標、サービ

ス提供体制に関する見込量の見込み方の提示 

計画（Plan） 

基本指針 

■「基本指針」に即して成果目標及び活動指標を設定するとともに、障がい福

祉サービスの見込量の設定やその他確保方策等を定める。 

改善（Act） 

■中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認め

るときは、障がい福祉計画の見直し等を実施。 

実行（Do） 

■計画の内容を踏まえ、事業

を実施する。 

評価（Check） 

■成果目標及び活動指標については、少なくとも年一回は実績を把握し、障がい者施策や関連施策

の動向も踏まえながら、障がい福祉計画の中間評価として分析・評価を行う。 

■中間評価の際には、協議会等の意見を聴くとともに、その結果について公表することが望ましい。 

■活動指標については、より頻回に実績を把握し、達成状況等の分析・評価を行うことが望ましい。 
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障がいのある人（子ども）を対象としたサービス 
 

障がい福祉サービス 

障害者総合支援法により、障がいのある人等が利用できるサービスです。サービス費

用をみんなで支え合う制度で、利用する人は原則として１割を負担します。 

自己負担上限設定や減免制度の対象になる場合がありますのでご相談ください。 

訪問系サービス・・在宅でサービスを受けたり、通所等で利用するサービスです。 

介 

護 

給 

付 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 
自宅で入浴や排せつ、食事等の介助や通院の介助を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障が

いにより、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とす

る人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における

移動支援等を総合的に行います。 

※増毛町では今まで利用がありません。 

同行援護 
視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の

支援を行います。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回

避するために必要な支援や外出時の移動支援等を行います。 

重度障害者等 

包括支援 

介護の必要性が高い人に、居宅介護等の複数サービスを包括的

に行います。    ※増毛町では今まで利用がありません。 

 

日中活動系サービス・・入所施設等で昼間の活動を支援するサービスです。 

介

護

給

付 

短期入所 

（ショートスティ） 

自宅で介護を行う人が病気等の場合、短期間、夜間も含め施設

で入浴、排せつ、食事等の介護等を行います。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練や療養

上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 

生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間に入浴や排せつ、食事の介護

等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供しま

す。 

訓

練

等 

給

付 

自立訓練 
自立した日常生活や社会生活ができるよう一定の期間におけ

る身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な

知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援 

（Ａ型=雇用型、 

Ｂ型=非雇用型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のための必要な訓練を行います。雇用

契約を結ぶＡ型と雇用契約を結ばないＢ型があります。 

※増毛町内には事業所がなく留萌市内に複数事業所あります。 

就労定着支援 

一般就労へ移行した障がいのある人が、就労にともなう環境変

化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪

問、来所により必要な支援をします。 
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居住系サービス・・入所施設等住まいの場としてのサービス 

介
護
給
付 

施設入所支援 

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護

等を行います。 

※増毛町内には施設がありません。 

訓
練
等
給
付 

自立生活援助 

施設を利用していた障がいのある人が一人暮らしをはじめた

時に、生活や健康、近所付き合い等に問題がないか、訪問して

必要な助言等の支援をします。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助

を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認

定されている方にはサービスも提供します。 

※増毛町内には施設がありません。 

※ サービス提供圏域は、全道域になります。 

 

相談支援 

計画相談支援 

○サービス利用支援 

障がい福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利

用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調

整を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。 

○継続サービス利用支援 

支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モニタリング）を

行い、サービス事業者等との連絡調整を行います。 

※増毛町内には事業所がなく留萌市内に複数事業所あります。 

地域相談支援 

○地域移行支援 

障がい者支援施設等を退所する障がいのある人又は精神科病院等

に入所している精神障がいのある人等を対象として、地域移行支

援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確

保、関係機関等との調整を行います。 

○地域定着支援 

居宅において単身で生活している障がいのある人等を対象に常時

の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 

※増毛町内には事業所がありません。 

※ サービス提供圏域は、全道域になります。 

 

自立支援医療費 

障がいのある人（子ども）が心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医

療費の自己負担額を軽減（原則１割負担）する公費負担医療制度で、次の３つとなりま

す。 

なお、自己負担にはそれぞれ上限額があります。 

給付できる内容については、役場又は医療機関にご相談下さい。 

 

更生医療・・身体に障がいのある人の自立と社会経済活動への参加を促進するため、

障がいのある人に対して、更正のために必要な医療にかかる医療費を支
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給します。 

育成医療・・身体に障がいのある子どもの健全な育成を図るため、障がいのある子ど

もが生活の能力を高めるために必要な医療にかかる医療費を支給しま

す。 

精神通院医療・・精神障がいの適正な医療の普及を図るため、精神の障がいを持つ

人に対して病院等へ入院することなく行われる精神障がいの医療

にかかる医療費を支給します。 
 

補装具費の支給 

障がいのある人等の身体機能を補完し又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用

される補装具の購入や修理にかかる費用を支給します。 

補装具とは、義肢、装具、車いす、補聴器等です。（ベッド、便器、杖、点字器、ス

トマ装具等は日常生活用具の対象になります。） 

所得に応じた自己負担が定められています。 

【貸与できる場合】 

成長にともなって短期間での交換が必要となる場合や、障害の進行により短期間の

利用が想定できる場合など貸与が適切と考えられる場合は、貸与が可能になります。 

 

地域生活支援事業 

障がいのある人（子ども）が、その有する能力や適正に応じ自立した生活を営むこと

ができるよう、最も身近な市町村を中心として事業が実施されています。 

応能負担を原則に、１割の個人負担があります。（住民税非課税世帯は無料） 

 

相談支援事業 

 障がいのある人、その保護者、介護者等からの相談に応じ、必要な情報提供等の支援

を行います。相談は無料です。 

 相談窓口：役場福祉厚生課、基幹相談支援センターうぇるデザイン（留萌市） 

成年後見制度利用支援事業 

 制度の利用が有用であると認められる障がいのある人が、費用の補助を受けなければ

利用が困難な場合に申立費用等を助成します。 

成年後見制度法人後見支援事業 

 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保するとと

もに、その活動を支援することにより、障がいのある人の権利擁護を図ります。 

 現在、増毛町では実施ありません。 
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意思疎通支援事業 

 聴覚、言語、音声機能など意思疎通を図ることに支障のある人に、必要に応じて北海

道ろうあ者連盟の手話通訳等を派遣します。 

日常生活用具給付事業 

 重度の障がいを持つ人の日常生活の便宜を図るための用具を給付又は貸与します。対

象になる用具は、ベッド、便器、杖、点字器、ストマ装具等です。詳しいことは、役場

福祉厚生課民生係にご相談ください。 

移動支援事業 

 屋外での移動が困難な障がいを持つ人に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇

等の社会参加のための外出に、移動の支援が必要と町長が認めた場合に行います。 

ただし、通勤、営業活動の経済活動に関わるもの、通年及び長期にわたるもの、学校

の通学及び社会通念上適当でないと認められるものを除きます。 

個人の状況によりサービスの内容が変わりますのでご相談ください。 

地域活動支援センター事業 

障がいを持つ人が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、利用者が通い、創作的活動又は生産活動の機会を提供するとともに、社会との交

流を促進します。 

現在、通所できる施設はありません。 

理解促進研修・啓発事業 

障がいのある人に対する理解を深めるための研修や啓発事業です。 

現在、増毛町では実施ありません。 

自発的活動支援事業 

障がいのある人に対するボランティア養成や活動支援など、障がいのある人やその家

族、地域住民等が自発的に行う活動に対する事業に市町村が支援します。 

現在、増毛町では実施ありません。 

手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障がいのある人等との交流の担い手等の支援者として期待される日常会話程度

の手話表現技術を習得する手話奉仕員を養成研修します。 

現在、増毛町では実施ありません。 

その他の事業 

①日中一時支援事業・・・障がいのある人等の日中活動の場を確保・提供し、障がい

のある人等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担を軽減し

ます。 

②その他社会参加促進事業・・・精神障がいのある人が通所施設に通所する際の交通

費を給付し、経済的負担の軽減や社会参加の促進・自立を図ります。 
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児童福祉法に基づく障がい児通所支援等 

平成 24 年４月から児童福祉法の一部改正等により、障がいのある子どもに係るサー

ビス体系が再編されました。 

これにより、障がい児通所支援を利用する保護者は、町に利用申請を行い、サービス

等利用計画を経て、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。 

なお、障がい児入所支援を利用する場合は、管轄の児童相談所に申請します。 

障がい児通所支援 

児童発達支援 

未就学児を対象として、日常生活における基本的な動作の

指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必

要な訓練を行います。 

居宅訪問型 

児童発達達支援 

重度の障害等で通所の支援の利用が困難な障がいのある子

どもに対して、居宅を訪問して発達支援を行います。 

医療型児童発達支援 
上記の児童発達支援に加え、必要に応じて治療を行います。 

※増毛町では今まで利用がありません。 

放課後等デイサービス 
就学児を対象として、放課後や夏休み等の長期休暇中にお

いて、生活能力の向上のための訓練等を継続的に行います。 

保育所等訪問支援 

保育所等を現在利用中の障がいのある子ども等に対して、

訪問により、保育所等における集団生活への適応のための

専門的な支援を行います。 

 

障がい児相談支援 

障がい児相談支援 

○障がい児支援利用援助 

障がい児通所支援の申請に係る支給決定前に、障がい児支

援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等

との連絡調整を行うとともに、障がい児支援利用計画の作

成を行います。 

○継続障がい児支援利用援助 

支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モニタリン

グ）を行い、サービス事業者等との連絡調整を行います。 

※増毛町内には事業所がなく、留萌市内に複数事業所があ

ります。 
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増毛町障がい福祉計画策定委員会設置要綱 

 

（設置）  

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第

88条に基づき、増毛町障がい福祉計画（以下「計画」という。）の策定にあたり、幅

広い視点から専門的な意見を聴取する増毛町障がい福祉計画策定委員会（以下「策定

委員会」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務）  

第２条 策定委員会は、計画の策定に関し必要な事項について調査及び検討を行い、障

がい者福祉施策の総合的な取組みを効率的かつ効果的に進めるため必要となる事項

等についての協議を行い計画案を策定する。  

（組織）  

第３条 策定委員会は、10人以内の委員をもって組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。  

（１）学識経験者 

（２）福祉関係団体 

（３）障がい者団体 

（４）障がい関係者事業所 

（５）その他、町長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、計画の策定完了時までとする。  

４ 委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。  

（運営）  

第４条 策定委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。  

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。  

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。  

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。  

５ 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。  

６ 策定委員会は必要に応じ、各分野の有識者等から意見等を求めることができる。  

（庶務）  

第５条 策定委員会の庶務は、福祉厚生課が行う。  

（補則）  

第６条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。  

附 則  

この要綱は、平成19年2月1日から施行する。  

附 則（平成23年12月16日達第32号） 

この要綱は、平成24年１月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日達第12号） 

この要綱は、平成 25年４月１日から施行する。 
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増毛町障がい福祉計画策定委員 

 
委 員 長 五日市 忠 二  増毛町身体障害者福祉協会会長         

副委員長 雨 野 正 治  増毛町社会福祉協議会会長 

水 戸 昂 温  増毛町民生委員児童委員協議会会長 

横 木 初 芽  町内障がい者福祉サービス事業者 

小 野 尚 志  基幹相談支援センターうぇるデザイン代表理事 

杉 本   要  増毛町教育委員会総務学校課長 

佐々木 香 織  増毛町福祉厚生課長補佐兼保健指導係長 

小野寺 沙奈江  増毛町福祉厚生課保健指導係主任保健師  
 

増毛町障がい福祉計画策定事務局 

 
福祉厚生課長     佐 藤 政 良 
福祉厚生課民生係長  猪 股   聖 

福祉厚生課民生係主事 和 田 泰 裕 

          福祉厚生課民生係主事 中 嶋 かのん 
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